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要約 

本稿では，近年，関心が高まっている子どもの貧困問題に対して，その要因である貧困

の連鎖の解消を目指す．そして，学力向上に注目し，子どもの社会関係資本の水準の向上

に資する政策提言を行う． 

子どもの貧困とは，ある国の文化・生活水準と比較して困窮した状態を意味する相対的

貧困世帯の 17歳以下の子どものことを指す．日本は豊かな国という認識が一般的であるが，

我が国の貧困問題は深刻であり，７人に１人の子どもが貧困状態に陥っている．多くの子

どもが貧困に陥っている要因として，貧困の連鎖の存在が挙げられる．貧困の連鎖によっ

て，子どもの将来が家庭環境によって制限され，社会的損失も生じている．そのため，日

本において貧困の連鎖の解消は早急に取り組まれる必要がある．貧困の連鎖を解消するた

めには学力向上が必要であり，学力向上には社会関係資本が重要であることが示唆されて

いる．しかし，日本における社会関係資本の水準を向上させるネットワーク支援をはじめ

とする子どもの貧困対策は不十分である． 

そのため，貧困の連鎖を解消するために重要な要素を明らかにし，それに対する適切な

支援体制が求められる．本稿の構成は以下の通りである． 

第１章では，現状分析・問題意識として，子どもの貧困のメカニズム及び学力向上の重

要性について述べる．続いて，学力に対する社会関係資本の有効性を概説し，現行の社会

関係資本の水準向上に関する政策の課題点を示す．最後に，これらの現状分析を踏まえ，

我々は社会関係資本の水準の向上に資するネットワーク支援が遅れており，適切な政策策

定がなされてないことを問題意識とする． 

第２章では，先行研究として，子どもの社会関係資本の学力に対する影響を検証した研

究と，家庭環境や子どもの属性と学力の関係を示した研究の２つを紹介する．学力との関

係性や相関関係の検証結果を示唆するのみにとどまっているという先行研究の限界点を踏

まえ，本稿の新規性を以下の２点とする．１つ目は，ヒアリング調査等の定性分析により，

社会関係資本の構築に資する政策の詳細に関する分析を行うことである．２つ目は，構築

環境に基づいた社会関係資本の分類を行うことで，学力向上に効果的な社会関係資本の種

類を明らかにすることである． 

第３章では，学力向上に効果的な社会関係資本の種類を明らかにする．そのために，小

学４年生から中学３年生，及びその親を対象とした２つのパネル調査を統合したデータを

用い，主成分分析と重回帰分析を行う．さらに，現状に即した政策を提言するために，自

治体やNPO法人へのヒアリング調査による定性分析も並行して行う．実証分析では，学校

外での社会関係資本が学力に対して，正に有意な結果が得られた．また，ヒアリング調査

では，分析結果に整合する現場の声が聞けたほか，実証分析だけでは明らかにできない点

についても分かった． 

第４章では，分析を踏まえ，以下の３つの政策提言を行う． 

政策提言１:つながりひろばの設立 

政策提言２: 第三者機関の設立 

政策提言３:基金制度の構築 

政策提言１では，学校外での社会関係資本を包括的に高めるコミュニケーションの場の

提供を提言する．政策提言２では，つながりひろば設立に資する２つの機能を持つ第三者

機関の設立を行う．政策提言３では，施設設立・運営に必要な資金の調達を行う．このよ

うに，我々は１つ目の政策を柱とし，それを支える形で他の政策を行うことによって，貧
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困の連鎖解消を目指した提言を行う． 

 

『キーワード』 

「子どもの貧困」「貧困の連鎖」「社会関係資本」「ネットワーク支援」「学力」 
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はじめに 
 日本は豊かな国と認知されているが，我が国の貧困問題は深刻である．厚生労働省 

(2016) 「国民生活基礎調査」によると，日本における 17 歳以下の子どもの貧困率は

13.9％と，7 人に 1 人が貧困状態にある． 

 こうした状況を踏まえ，自治体が子どもの貧困問題に対して様々な取り組みを始めてい

る．さらに，本年度に子どもの貧困対策法の改正案が成立し，日本政府の子どもの貧困問

題への危機感や関心は高まっている．しかし，日本における子どもの貧困対策は不十分で

あり，子どもの貧困率は 1985 年よりほぼ上昇傾向にある． 

 このような背景を踏まえ，我々は，貧困が是正されない要因を貧困の連鎖の存在と考え

る．そのため，本稿では，貧困の連鎖の解消に重要である学力向上に焦点を当てる．そし

て，学力向上に効果的である社会関係資本に注目し，研究を行う．実証分析により，学校

外での社会関係資本が学力向上に効果的であることが示唆された．しかし，日本における

社会関係資本を高めるネットワーク支援は不十分である．以上より，本稿では，学校外で

の社会関係資本の水準の向上に資する支援及びその推進方法について提言する．我々の政

策が子どもの貧困解決に寄与することを願って，本稿を執筆する． 
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第１章 現状分析・問題意識 

第１節 貧困の連鎖の解消をめぐる現状 

第１項 貧困が将来を規定する日本 

 貧困は絶対的貧困と相対的貧困に分類される．絶対的貧困とは，人間として最低限の生

活を維持することが困難な状態のことである．一方で，相対的貧困とは，その国の文化水

準・生活水準と比較して困窮した状態のことである．本稿では，経済協力開発機構の相対

的貧困の定義を採用し，世帯の年間所得がその国の等価可処分所得の中央値の半分に満た

ない状態とする．それを踏まえ，子どもの貧困とは，相対的貧困世帯に所属している 17 歳

以下の子どもを指す．（以下，本稿では，相対的貧困を貧困と省略して記す．） 

 豊かな国と認知される日本においても，子どもの貧困が問題となっている．厚生労働省  

(2016)  「国民生活基礎調査」によると，日本における 17 歳以下の子どもの約７人に１人

が貧困状態にあり，子どもの貧困率は 13.9%である．日本における子どもの貧困率の推移

を見ると，データの存在する 1985 年から子どもの貧困率はほぼ上昇傾向にあり，子どもの

貧困問題は解決されていない（図 1 参照）． 

子どもの貧困の要因として貧困の連鎖が挙げられる．貧困の連鎖とは，貧困が親から子

どもへと世代を超えて引き継がれることである（図２参照）．貧困世帯に所属している，

つまり親の収入が低いことで，子どもの生活水準は自ずと低くなる．生活水準が低いこと

で義務教育以外の十分な教育を受けることができなくなる．そのため，貧困世帯の子ども

たちは他の世帯の子どもよりも低学力につながりやすい．これは進学や就職の際に不利に 

働き，貧困世帯で育った子どもが大人になった際に収入が低くなり，貧困状態に陥ってし 

 

図 1：子供の貧困率の推移 

  
（厚生労働省 (2016) 「国民生活基礎調査の概況」より筆者作成） 
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図 2：貧困の連鎖 
 

 
（筆者作成） 

 

まう．道中 (2007) によると，ある地域で行った実証研究において生活保護を受けている

390 世帯のうち 25.1％の世帯の親も受給しており，母子家庭にいたっては 40.6％にのぼ

る．この調査により，貧困が世代間継承されることが定量的に明らかにされた． 

 子ども期に貧困状態に陥っていることは子どもの将来に影響を及ぼしている．阿部 

(2008) によると，15 歳時の暮らし向きは現在の所得に相関があることを指摘している．そ

れは子どもの進路希望が家庭環境から影響を受けることが要因の一つと考えられる．東京

大学大学院教育研究科 (2007) 「高校生の進路追跡調査 第一次報告書」によると，調査対

象者のうち高校卒業後に４年制大学へ進学予定の者の割合は，世帯年収が 400 万円以下の

家庭では 33.9％であるのに対して，1000 万円を超える家庭では 60.7％に達する（図３参

照）．子どもの将来の選択肢は親の収入つまり，家庭環境により制約されているといえる． 

 子どもの貧困問題，貧困の連鎖を放置することは日本の社会的損失につながる．日本財

団子どもの貧困対策チーム (2016) 「徹底調査 子供の貧困が日本を滅ぼす 社会的損失

40 兆円の衝撃」によると，貧困問題に対策を講じないことによる社会的損失の推計額は約

40 兆円を超え，政府負担は約 16 兆円増加すると推計される．貧困の連鎖は，子どもの将

来における所得の減少，税・社会保険料の収入減少，社会保障給付の増加を通して，社会

的にも負の影響を与える．このように，子どもの将来の可能性を狭め，社会的損失につな

がる貧困の連鎖の解消に向けた対策を講じることは，日本にとって非常に重要な課題であ

る． 

十分な教育を受けられない

進学・就職に不利

低学力・低学歴 低い生活水準

親の収入が少ない

低収入
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図 3：高校卒業後の予定進路（両親年収別） 

 
（東京大学大学院教育研究科 (2007) 「高校生の進路追跡調査 第一次報告書」より筆者作

成） 

 

第２項 学力向上の重要性 

 前項において，貧困の連鎖が喫緊の問題であることが示された．特に，学力は収入を決

定づけ，子どもの将来の貧困状態の規定に寄与する点で重要である．堀 (2014) によると，

日本では学力を高め，獲得した学歴により入職先が決定づけられる社会システムとなって

いる．また，学力格差が広がる中，低学力の若者は底辺労働市場に流れる状況にあり，低

学力が低収入につながることが指摘されている．つまり，現代の日本において，学力は収

入の決定要因となっており，ひいては将来の貧困状態の規定要因となっているといえる． 

 さらに，貧困による学力格差は初等教育期間から現れ,低学力状態は継続する傾向にあ

る．日本財団 (2018) によると，貧困を背景とした学力格差は小学校低学年から存在し，

小学校 4年生頃に拡大している.小学校低学年のうちは低学力状態から脱却できる可能性が

あるが，学年が上がるにつれてその可能性は低下する．また，一度，貧困かつ低学力に陥

ると，多数がそのまま低学力状態に定着することが明らかとなっている．このように，貧

困は低学力につながり，低学力状態から脱却することは難しい．以上より，低学力に陥る

ことが次世代への貧困状態の継承に寄与しており，貧困の連鎖の解消を目指すうえで，学

力向上は重要である． 
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第２節 学力に対する社会関係資本の有効性 

第１項 社会関係資本の学力への有効性 

 前節において，貧困の連鎖の解消に対する学力向上の重要性を示唆した．本稿では，学

力向上に資する要因として社会関係資本に着目する．Bourdieu (1986) によると，人間の

資本は経済資本，文化資本，社会関係資本の３つに分類される．Bourdieu は３つの資本に

ついて，以下のように定義づけた（表１参照）． 

 

表 1：各資本の定義 

経済資本 金銭に直接的に変換可能な資本 

文化資本 

身体化された様態（立ち居振る舞いや言葉遣いなどの心身の傾向） 

客体化された様態（絵画，書物，道具などの物理的な実態のあるもの） 

制度化された様態（学歴など）の３つから構成される資本 

社会関係資本 個人とのつながりや社会的ネットワークを所有しているという資本 

                                   （筆者作成） 

 

経済資本と文化資本に関して，本稿では Bourdieuの定義を採用する．社会関係資本に関

しては，Bourdieu の定義をもとに詳細な定義づけを行った Putnam の定義2を採用する．

Putnam (2006) では，社会関係資本を構築する要素を３つに分類している．また，Putnam 

(2017) に基づき，社会関係資本を構築する環境を以下のよう５つに分類する（図４参照）． 
 
図 4：社会関係資本の分類図 

 
  （Robert David Putnam 著，柴内康文訳 (2006) 『孤独なボウリング』より筆者作成） 

  

 
2 日本政府も Putnam による社会関係資本の定義を採用している． 

社会的信頼
社会的ネット

ワーク
互酬性の規範構築要素

家庭 学校 地域 課外活動 オンライン構築環境

子どもの
社会関係資本
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 構築要素に関して，社会的ネットワークとは個人間のつながりのことである．次に，互

酬性の規範とは特定の見返りを期待せず，他者に施しを与えることである．最後に，社会

的信頼とは政府や社会制度に対する信頼ではなく，他者に対する信頼のことである．環境

要素に関しては「家庭」「学校」「地域」「課外活動」「オンライン」に分類する． 

Putnam  (2006)  は学力と社会関係資本の様々な要因との相関関係について検証を行っ

た．その結果，社会関係資本は学力に対して最も大きな影響を独立して与えていることが

明らかになった．そのため，社会関係資本は子どもの学力向上に対して有効である． 

 

第２項 日本における社会関係資本の現状 

 前項において，社会関係資本の学力に対する有効性について述べてきたが，日本におけ

る社会関係資本の水準は以前に比べ，低下している．明るい選挙推進協会 (2018) 「衆議

院総選挙全国意識調査」によると，自治会・町内会・部落会への加入率が 1980 年代は約

70％あったのに対して 2000 年代は約 30％まで減少している．さらに，どの組織にも属さ

ない人々の割合は 40 年間で約 10％増加している（図５参照）．また，厚生労働省 (2011) 

「厚生労働白書」によると，1975 年から 2011 年にかけて近所付き合いの程度を大都市と

町村別にみると，いずれも低下している．大都市では 1975 年に 75％以上の人があると答

えていたが，2011 年には 65％未満に減少している．一方，町村では 1975 年に約 90％の人

があると答えていたが，2011 年には約 80％に減少してい（図６参照）． 

その結果，日本における社会関係資本の水準の低下につながった．Charitable Aid 

Foundation (2018) 「CAF WORLD GIVING INDEX 2018 A global view of giving trends」

によると，日本の寄付指数のスコアは 144 か国中 128 位と低い．世界寄付指数とは，過去

1 か月以内に「金銭的な寄付を行ったか」「ボランティア活動を行ったか」「見ず知らず

の人を援助したか」という 3 つのアンケート項目をもとに，各国の平均値をスコア化した

ものであり，互酬性の規範と社会的信頼を表す指標の１つとして捉えられる．スコアが低

いことから，日本における社会関係資本は国際的に低水準であるといえる． 

以上のことから，日本の社会関係資本の水準は年々低下しており，低水準であることが

明らかになった．そのため，社会関係資本の水準を向上させる適切な政策策定及び実施が

必要である． 
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図 5：団体・組織への加入率の推移 

 
      (明るい選挙推進協会 (2018) 「衆議院総選挙全国意識調査」より筆者作成)  

  

図 6：近所付き合いの程度の変遷（大都市と町村） 

 
（厚生労働省 (2011) 「厚生労働白書」より筆者作成） 
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第３項 社会関係資本の構築に資する政策 

 前項において，社会関係資本の向上に資する政策の必要性を示唆した．第 1 項で社会関

係資本を構築する 3 つの要素を示したが，本稿では社会的ネットワークに着目した政策策

定を行う Uphoff (2000) によると，Putnam の分類の互酬性の規範と社会的信頼は，価値や

信条などの形態をとり，社会文化に属するため，政策による直接的なアプローチは難しい．

一方で，社会的ネットワークは，役割や規律などの形態をとり，社会組織に属するため，

政策による直接的なアプローチが可能である．3 

 社会的ネットワークの水準を向上させることで，付随的に互酬性の規範，社会的信頼の

水準も高まる．佐藤 (2001) によると，社会的ネットワークの構築により，信頼関係の醸

成が行われる．また，Putnam (2006) によると，社会的ネットワークの構築は，互酬性と

信頼を向上させる．このように，社会的ネットワークの水準を向上させることで，付随的

にその他の構成要素の水準も高まり，社会関係資本全体の水準が向上することが示唆され

ている． 

 しかし，日本における社会的ネットワークの向上に資する政策（以下，ネットワーク支

援）は十分であるとはいえない．2013 年 6 月に定められた「子どもの貧困対策の推進に関

する法律」における施策のうち，子どもに対する支援を以下のようにまとめている（表２

参照）．子どもに対する支援は，教育に関する経済支援（以下，経済支援）とネットワー

ク支援に大別する．経済支援は，主に教育費負担の軽減及び就学の後押しを行う支援を指 

す．ネットワーク支援は，義務教育以外での地域の学習支援や学生のコミュニケーション

の場の提供，ひとり親世帯の子どもや生活困窮層に属する子どもに向けた居場所づくりな

どを目指している．二つの支援の大きな違いは民間との連携の可否であり，ネットワーク

支援では民間との連携が行われている．しかし，吉田 (2016) によると，自治体と民間団体

の役割の境界が明確に定められていないことや，民間活動に対して国や自治体から政策に

基づいた具体的な支援内容，方法が提示されていないことが問題として挙げられている．

また，2019 年 6 月に成立した改正子どもの貧困対策法において，初めて市区町村ごとの計

画策定の努力義務が規定されたばかりであり，政策策定は遅れている．このように，ネッ

トワーク支援における政策策定の目的は明確化されているが，詳細な支援内容が不十分で

あるうえに，適切な政策策定が行われていない． 

 ネットワーク支援は実施に関しても遅れている．加瀬 (2014) によると，全国 1742 市

区町村における学習支援事業実施率は 12.9％と低い水準であることが分かった．また，人

口規模別にみると，30 万人の自治体では実施率が 71.6％であるのに対し，10 万人以上 30

万人未満の自治体では 27.6％，10 万人未満の自治体では 5.3％となっている（表３参

照）．それに対して，経済支援の一環である就学支援事業の制度はほとんどの自治体で確

立している．このように，ネットワーク支援は経済支援と比較し，実施が遅れている． 

 よって，貧困の連鎖の解消のためには，より適切なネットワーク支援の政策内容を検討

すると同時に，より活発に実施される必要がある．したがって，本稿では，社会関係資本

の水準の向上に資する適切な政策策定・実施について研究を進める． 

  

  

 
3 Uphoff (2000) では，互酬性の規範と社会的信頼を認知的社会関係資本，社会的ネットワークを構造的社会関係資本

と定義づけている． 
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表 2：日本の貧困対策 

 
（内閣府 (2014) 「子供の貧困対策に関する大綱について」より筆者作成）  

 

表 3：学習支援事業の実施率（人口規模別） 

人口規模 回答自治体数 実施団体数 実施数 

30 万人以上 67 48 71.6% 

10 万人以上 30万人未満 145 40 27.6% 

10 万人未満 798 42 5.3% 

全体 1010 130 12.9% 

 

（加藤 (2014) 「子供・若者の貧困防止に関する事業・運営に関する調査・研究事業」

より筆者作成） 

 

  

経済支援

幼稚園・保育所・認定こども園の利用者負担額について、世帯の所得の状況を勘案して設定

高等学校等就学支援金制度

高校等中退者が高等学校等に再入学する場合、卒業（最長2年間）まで高等学校等就学支援金相当額を支給

低所得世帯の生徒に対する支援として創設された「高校生等奨学給付金（奨学のための給付金）制度」

私立高等学校等が行う授業料減免等に対する補助を行う都道府県への支援

特別支援教育就学奨励費等を通じて、障害のある児童生徒等への支援

高等教育段階において、無利子奨学金制度

奨学金の返還月額が卒業後の所得に連動する、より柔軟な「所得連動返還型奨学金制度」の導入に関する検討

意欲と能力のある学生が経済的理由により修学を断念することなく安心して学べるよう、大学等の授業料減免

生活保護制度による教育扶助や就学援助制度による学校給食費の補助

「子どもゆめ基金」事業

生活保護世帯の子供が高等学校等に進学する際には、入学料、入学考査料等を支給

ネットワーク支援

放課後子供教室や土曜日の教育支援活動等の取組を推進

学校・家庭・地域の協働の基盤となるコミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の設置の促進

スクールソーシャルワーカーの配置等の教育相談体制の充実

ひとり親家庭の子供が気軽に相談できる児童訪問援助員の派遣や学習支援ボランティア事業

学生が集まり、コミュニケーションを図ることができるスペースを学生相談室等に設置

学生が学生の相談に対応する「ピア･サポート」の仕組みの整備

居場所づくりを含む学習支援事業を実施
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第３節 現状分析のまとめと問題意識 
 以上の現状分析より，貧困の連鎖の解消に対して，社会関係資本の水準の向上による学

力向上が有効であることを示した．社会関係資本の構成要素は 3 つに分類され，社会的ネ

ットワークに着目した政策が求められる．しかし，現状の日本におけるネットワーク支援

に関して，適切な政策策定及び実施が遅れている．ネットワーク支援の不足は，社会関係

資本の水準の低下を抑止できない．こうした社会関係資本の水準の低下は，貧困世帯の子

どもが貧困の連鎖から脱却する可能性を低下させている．つまり，日本では家庭環境によ

って子どもの未来が狭められているといえる（図７参照）． 

 したがって，本稿では，社会関係資本の水準の向上に資するネットワーク支援の適切な

政策策定及び実施が十分に行われていないことを問題意識とする．そのため，学力向上に

有効な社会関係資本の種類を明らかにすることを第１の研究目的とし，それに対して効果

的なネットワーク支援を明らかにすることを第２の研究目的とする．第１の研究目的につ

いては定量分析で，第２の研究目的については定量分析及び定性分析による研究を行う．

分析結果を踏まえ，学力向上に資する社会関係資本の水準を向上させるための政策提言を

行う．そして，政策提言により，貧困の連鎖の解消に寄与し，日本の将来を担う全ての子

どもの未来が平等に開かれる社会を実現することを本稿の VISION とする． 
 
図 7：現状分析まとめ・問題意識 

 
                          （筆者作成）      

  

貧困の連鎖の解消

学力向上

社会関係資本の効果的な構築

不十分なネットワーク支援

現行の政策
新政策

日本

ネットワーク支援の
策定・実施の遅延
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第 2 章 先行研究と本稿の位置づ

け 

第１節 先行研究 
 本稿では，以下の２つの論文を先行研究として採用する（表４参照）． 

 まず，子どもの社会関係資本が学力に与える影響を検証したものとして，志水 (2008) を

挙げる．この研究では，子どもの社会関係資本は学力に対して独立した影響を与えている

のかを，主成分分析を行った後に重回帰分析によって検証している．分析から，子どもの

社会関係資本の水準の向上による学力への効果が，親の経済資本と同程度の効果であると

示されている．また，子どもの社会関係資本を「家庭」「学校」「地域」の 3 つに分類し

て重回帰分析を行い，「家庭」「学校」「地域」の順に学力への効果が大きいことを示し

ている． 

次に，家庭環境や子どもの属性が，学力とどのような関係を持っているかを検証したも

のとして，赤林・中村・直井・敷島・山下 (2011) を挙げる．この研究では，クロスセクシ

ョンデータである慶應義塾パネルデータ設計・解析センターの日本家計パネル調査のデー

タを用いて，親の経済資本及び文化資本が学力に与える効果を多変量回帰分析によって検

証している．分析から，子どもの学力に対し，特に経済資本が効果を及ぼすと示されてい

る．また，経済資本と比較すると，効果は大きくはないが，文化資本が子どもの学力に効

果を持つと示唆している． 

 

 

第２節 本稿の位置づけ 
 本稿では，以上 2 つの先行研究を参考にし，学力向上に効果的な社会関係資本の種類を

明らかにする分析を行う． 

志水 (2008) の先行研究の限界として，社会関係資本の構築に資する施策や実践に関する 

 

表 4：先行研究まとめ 

 
（筆者作成） 

 

志水(2008) 赤林ら(2011)

「社会関係資本と学力」
「子どもの学力には何が関係しているか：JHPS子ど

も特別調査の分析結果から」

内容
・子どもを取り巻く社会関係資本の存在と学力との

の関連性を検証

・家庭環境や子どもの属性と学力との相関関係をの

のを検証

限界
・社会関係資本の構築に資する施策や実践に関する

の詳細が不透明
・社会関係資本を考慮せずに分析
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詳細が不透明であることが挙げられる．この限界について，先行研究では,社会関係資本の

構築に資すると考えられる施策4を挙げるにとどまっている．  

 赤林ら (2011) の先行研究の限界として，社会関係資本を考慮せずに分析を行っているこ

とが挙げられる．この限界について，先行研究では，学力に対する親の経済資本や文化資

本の効果を明らかにするにとどまっている． 

以上の限界を踏まえ，本稿では，以下の２点を新規性とする． 

１つ目は，ヒアリング調査や実地調査を踏まえ，社会関係資本の構築に資する政策を明

確にする点である．実証分析では，学力向上に効果的な社会関係資本の種類を明らかにす

る．そのうえで，社会関係資本の水準の向上に資する政策を，ヒアリング調査や実地調査

を踏まえた分析によって探る．社会関係資本の水準の向上に資する政策を提言している先

行研究は見つからなかったことから，そこに本稿の価値があるといえる． 

２つ目は，社会関係資本を細分化することによって，学力向上に有効な社会関係資本の

種類を明らかにする点である．志水 (2008) では，社会関係資本を「家庭」「学校」「地域」

の３つに分類していたが，本稿ではさらに細分化する．また，赤林ら (2011) で社会関係資

本を考慮していなかったように，日本において，社会関係資本と学力の関連性の検証は積

極的には行われていない．本稿ではその検証を新しいデータを用いて行う． 

 

 

  

 

 
4 具体的には，子どもの集団づくり,保護者や地域住民の学校参加,地域教育活動などを挙げている． 
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第 3章 分析 

第１節 本章の概要と分析の目的 
 本章では，社会関係資本を「家族」「学校」「学校外」「友だち」5に分け，それぞれの

種類の学力への有効度合いを検証するために，子どもの学力と家庭環境を含んだ個票デー

タを用いた実証分析を行う．一方で，自治体や NPO 法人へのヒアリング調査及び実地調査

の結果を踏まえた分析を行う．これは，実証分析でデータから得た根拠を大事にしつつ，

実証分析では検証できない部分についても研究を行うためである．同時に，現場の声を生

かし，現状に即した政策を提言するためである． 

 第２節の実証分析では，社会関係資本の学力への有効度合いを検証するために，第３項

で主成分分析，第４・５項で重回帰分析を行う．主成分分析では，検証に際して必要な社

会関係資本と文化資本の合成変数を作成する．重回帰分析では，分析対象を小学４年生か

ら中学３年生とした重回帰分析１，小学４年生から６年生とした重回帰分析２，中学１年

生から３年生とした重回帰分析３に分けて分析を行う．これは，年代ごとの有効度合いの

差異を考慮し，より適切な政策策定を行うためである． 

 第３節の定性分析では，本稿で行ったヒアリング調査及び実地調査6について述べる．第

１項では，学力が高く，社会関係資本の水準が高い地域の特徴を探るために行った武蔵野

市（2019 年 10 月 15 日実施）へのヒアリング調査，第２項では，全国的な政策策定にあた

り，都市部と地方部の地域差を考慮するために行った鳥取県（同年 10月下旬にかけて実施）

へのヒアリング調査について述べる．第３項では，貧困対策に関して先駆的な自治体であ

る足立区（同年 10 月 25 日実施）へのヒアリング調査について述べる．第４項では，社会

関係資本の水準の向上を目指す放課後施設の運営を行う NPO 法人カタリバへの実地調査 

(同年 10 月 23 日実施) について述べる．第５項では，第４項までの定性分析で明らかとな

った学生ボランティアの重要性を踏まえ，学生ボランティア増加のための取り組みについ

て理解を深めるために行った，学生ボランティア認定制度の実施を行うイギリスの NPO 法

人 Volunteer Now へのヒアリング調査（同年 10 月下旬にかけて実施）について述べる．第

６項では，以上の定性分析の結果をまとめ，考察を行う． 

 本章で行う分析は，以下にまとめている（図８参照）． 

 

 
5 細分方法についての詳細は第３項参照． 

6 ヒアリング調査として取り上げて記述は行わないが，東京都大田区福祉管理課，首都大学東京人文科学研究科博士研

究員の松村智史様による報告会「第 16回子どもの貧困フロンティア定例学術研究会」へも足を運び，研究に役立てて

いる． 
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図 8：分析概要図 

 
 (筆者作成)         

 

 

第２節 実証分析 

第１項 分析の方向性とデータの概要 

本節では，先行研究である志水 (2008) を参考にそれぞれの社会関係資本の学力への有

効度合いを検証する．そのため，各資本の尺度を作成するために主成分分析を行う．そし

て，作成した尺度を説明変数として用いて，学力を被説明変数とした重回帰分析を行う． 

赤林ら (2011) と同様に，慶應義塾パネルデータ設計・解析センターの日本子どもパネ

ル調査 (以下，JCPS) と日本家計パネル調査（以下，KHPS）のデータを統合して用いる．

用いるデータの年度は，統合が可能な中で最新の 2013年度である．また，本稿で用いるデ

ータの対象者は，KHPS及び JCPSに協力した，当時小学 4年生から中学３年生の子どもとそ

の親である．ここで，小学３年生以下の子どもを対象としない理由は，質問項目が小学 4

年生以上と異なるものが多く，同一の質問項目を扱えないためである． 

本分析で扱う質問項目は，以下にまとめた（表５参照）．なお，無回答や，明らかに誤

記入であると判別できるものは除いた．その結果，対象者のうちで有効な回答者の人数は，

小学 4 年生から 6 年生では 179 人，中学生では 116 人の計 295 人であった． 

     

主成分分析

重回帰分析

ヒアリング

① 東京都武蔵野市
② 鳥取県
③ 東京都足立区
④ イギリスVolunteer Now

被説明変数

社会関係資本と文化資本を測るの尺度の作成

主成分

変数

変数

変数

学力

社会関係資本の学力への有効度合いの検証

家庭

学校

学校外

友だち

実証分析

ヒアリング及び実地調査

NPO法人カタリバが運営する
放課後施設

定性分析
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表 5：質問項目とデータ出典 

 
   （筆者作成) 

  

重回帰分析 主成分分析 質問項目 出典

学力 ― 平均正答率 JCPS

一緒に夕食をとる頻度 KHPS

家族：うまくやっていた

家族：気持ちよく過ごした

家族：やりたいことをさせてもらえなかった（反転）

好き嫌い：学校（反転）

好き嫌い：先生（反転）

習い事：芸術週何回

習い事：スポーツ週何回

習い事：学習系週何回

習い事：塾・家庭教師週何回

友だち：うまくやっていた

友だち：いろいろいっしょにした

友だち：受け入れられていた

帰宅後の過ごし方：児童館・学童に行く

帰宅後の過ごし方：友だちと話す・遊ぶ

所蔵本数

楽器

美術品

学歴

小学校受験

世帯の年収（手取り）

同居人数

習い事：学習系月いくら

習い事：塾・家庭教師月いくら

家での学習時間 ― 家での勉強時間

男子ダミー ― 性別

家族との社会関係資本

KHPS

学校外での社会関係資本

家族

学校学校での社会関係資本

JCPS

友だちとの社会関係資本 友だち

―

学校外

経済資本

ー学校外教育支出

文化資本

JCPS

文化資本
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第２項 検証仮説 

 仮説は以下の通りである． 

 

・仮説１：細分化した「家族」「学校」「学校外」「友だち」の社会関係資本は，文化資

本や経済資本と同程度もしくはそれ以上に学力向上に効果がある． 

  志水 (2008) より，社会関係資本は，文化資本や経済資本と同程度に学力に効果を及ぼ

すことが示されている．それらを踏まえ，本稿で細分化した社会関係資本も，文化資本や

経済資本と同程度もしくはそれ以上に効果を及ぼすと考える． 

 

・仮説２：小学生と中学生では細分化した社会関係資本の有効度合いに差がある． 

 小学生と中学生では，周囲の環境に差異が生まれるため，細分化した社会関係資本の有

効度合いにも差異が生まれると考える． 

 具体的には，小学生の学力に最も効果を及ぼすものは「家族の社会関係資本」であり，

中学生の学力に最も効果を及ぼすものは「友だちとの社会関係資本」という場合が考えら

れる．その年代ごとの差異について検証を行う． 

第３項 主成分分析 

本項では，社会関係資本や文化資本の尺度を作成する．用いるデータの中から，社会関

係資本，文化資本を構成すると思われる項目を抽出し，主成分分析を行う．これによって

作成された合成変数をそれぞれの尺度として用いる．なお，社会関係資本に関しては，

「家庭」「学校」「地域」「課外活動」「オンライン」の５つに分類されることを踏まえ

て分析を行う．ただし，データの制約上，「オンライン」については取り扱わない．また，

「地域」と「課外活動」をまとめて「学校外」とし，構築環境を特定できない友だちの項

目については「友だち」とした（図９参照）． 

 

 

図 9：社会関係資本の構成要素 

 
  (筆者作成)  

 

  

家庭 学校 地域 課外活動 オンライン

家族 学校 学校外

友だち
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それぞれの尺度に該当する質問項目とその成分の負荷量については以下にまとめている

（表６参照）． 

 

・家族 

家族に関しては，主成分の成分負荷量を見ると，「家族：うまくやっていた」，「家

族：気持ちよく過ごした」，「家族：やりたいことをさせてもらえなかった（反転）」の

負荷量が高い．このことから，家族への信頼を表す変数として解釈ができるため，本稿で

は家族との社会関係資本として用いる． 

 

・学校外 

学校外に関しては，様々な種類の習い事の頻度を対象にした主成分分析を行う．これは，

対象者である小学生と中学生が家庭や学校以外で社会関係資本を構築する機会があるとす

れば，主に習い事先であると考えたためである．また，他の質問項目に，学校外で社会関

係資本を構築させ得る機会に該当すると思われるものはなかった．成分負荷量を見ると，

スポーツ系の習い事といった，複数人で活動すると考えられるものの負荷量が高いことか

らも，学校外での社会関係資本として用いる． 

 

・学校 

学校に関しては，「好き嫌い：学校（反転）」，「好き嫌い：担任の先生（反転）」の

負荷量が高い第１主成分は，学校や先生とのネットワーク，信頼を反映している変数とし

て解釈ができる．そのため，この変数を学校での社会関係資本として用いる． 

 

・友だち 

友だちに関しては，２つの主成分が見出された．「友だち：うまくやっていた」，「友だ

ち：いろいろいっしょにした」，「友だち：受け入れられていた」の負荷量が高い第一主

成分が，学校の友だちとのネットワーク，信頼を表す変数として解釈ができる．そのため，

この変数を学校の友だちとの社会関係資本として用いる． 
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表 6：主成分分析結果 (社会関係資本)  

 
 (筆者作成)  

 

次に，文化資本の尺度を作成する．文化資本を構成する質問項目と成分の負荷量を以下

にまとめた（表７参照）．文化資本に関しては，第１章第２節で述べた通り，３つの様態

に分けることができる．そこで，それぞれの様態に該当する質問項目を抽出し，複数個あ

る場合にはそれらで一度主成分分析を行った．その後，３つの様態を対象に主成分分析を

行った．こうした手続きをとったのは，志水 (2008) と同様に，３つの様態を全て加味し 

主成分負荷量

第１

家族：うまくやっていた 0.856

家族：気持ちよく過ごした 0.852

家族：やりたいことをさせてもらえなかった（反転） 0.647

一緒に夕食をとる頻度 -0.076

固有値 1.882

寄与率（％） 47.059

累計寄与率（％） 47.059

第１ 第２

習い事：塾・家庭教師週何回 -0.707 0.060

習い事：学習系週何回 0.688 0.314

習い事：芸術週何回 0.152 0.833

習い事：スポーツ週何回 0.534 -0.563

固有値 1.280 1.113

寄与率（％） 32.010 27.820

累計寄与率（％） 32.010 59.830

第１ 第２

好き嫌い：担任の先生（反転） 0.779 -0.007

好き嫌い：学校(反転) 0.669 0.510

放課後の活動：学校内のクラブ（週何回） -0.390 0.862

固有値 1.207 1.003

寄与率（％） 40.239 33.426

累計寄与率（％） 40.239 73.665

第１ 第２

友だち：うまくやっていた 0.832 -0.200

友だち：いろいろいっしょにした 0.752 0.075

友だち：受け入れられていた 0.728 -0.339

帰宅後の過ごし方：児童館・学童に行く 0.135 0.818

帰宅後の過ごし方：友だちと話す・遊ぶ 0.455 0.540

固有値 2.013 1.121

寄与率（％） 40.254 22.427

累計寄与率（％） 40.254 62.681

(3)学校

(4)友だち

(1)家族

変数

主成分負荷量
変数

変数
主成分負荷量

変数
主成分負荷量

(2)学校外
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表 7：主成分分析結果（文化資本） 

   
（筆者作成） 

 

た尺度を作成したいと考えたためである．客体化された様態についての成分負荷量を見る

と，全ての負荷量が高い．また，３つの様態を対象にした主成分分析の成分負荷量を見る

と，身体化された様態に該当する「小学校受験ダミー」の負荷量が若干低いものの，全て

を加味した変数として解釈ができるため，文化資本として用いる． 

 

第４項 重回帰分析の分析モデルと変数選択 

本項では，前項で作成したそれぞれの社会関係資本，文化資本の尺度を変数として用い，

各種類の社会関係資本の学力への有効度合いを検証するため，重回帰分析を行う．重回帰

分析は対象年代ごとに３つに分かれ，重回帰分析１では小学４年生から中学３年生，重回

帰分析２では小学４年生から６年生，重回帰分析３では中学１年生から３年生を対象に検

証を行う．分析のモデル式は以下である． 

 

 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝛽4𝑋4 + 𝛽5𝑋5 + 𝛽6𝑋6 + 𝛽7𝑋7 + 𝛽8𝑋8 + 𝛽9𝑋9 + 𝑢 
（u：誤差項） 

 

Y：学力 

𝛽0：切片 

𝑋1：家族との社会関係資本 

𝑋2：学校外での社会関係資本 

𝑋3：学校での社会関係資本 

𝑋4：友だちとの社会関係資本 
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𝑋5：親の文化資本 

𝑋6：親の経済資本 

𝑋7：男子ダミー 

𝑋8：家での学習時間 

𝑋9：学校外教育支出 

 

 

被説明変数には JCPSで行われた国語と数学の平均正答率を用い，説明変数には第３項の

主成分分析によって得られた社会関係資本・文化資本の合成変数と経済資本を用いる．ま

た，学力に効果を及ぼすと考えられるものを，志水 (2008) を参考にコントロール変数と

して用いる．それぞれの変数の使用目的は以下である．また，記述統計量は以下である

（表８参照）． 

 

〈仮説検証のために採用する変数〉 

 

被説明変数 

・学力 

 上記で述べた通り，JCPS で行われた国語と数学の平均正答率を用いる．なお，問題毎の

難易度や正答率などに応じた傾斜配点を施していない点は留意されたい．傾斜配点を行わ

ない理由としては，赤林ら (2011) にも述べられているように，実際の教育現場において，

各設問の配点を事後的に調整し，スコアを作成することはないためである． 

 

説明変数 

【仮説に対応する変数】 

・家族との社会関係資本 

 前節において行った「家族との関係」に関する主成分分析によって得られた合成変数を

用いる．家族との社会関係資本の水準の向上が学力に有であるか，また他の種類の社会関

係資本や文化資本，経済資本と比較し，どれほど効果があるのかを検証する．予想する符

号は正である． 

 

・学校外での社会関係資本 

 前節において行った「学校外での関係」に関する主成分分析によって得られた合成変数

を用いる．学校外での社会関係資本を構築することが学力に有効であるか，また他の種類

の社会関係資本や文化資本，経済資本と比較し，どれほど効果があるのかを検証する．予

想する符号は正である． 

 

・学校での社会関係資本 

 前節において行った「学校での関係」に関する主成分分析によって得られた合成変数を

用いる．学校の社会関係資本を構築することが学力に有効であるか，また他の種類の社会

関係資本や文化資本，経済資本と比較し，どれほど効果があるのかを検証する．予想する

符号は正である． 

 

・友だちとの社会関係資本 
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 前節において行った「友だちとの関係」に関する主成分分析によって得られた合成変数

を用いる．友だちとの社会関係資本を構築することが学力に有効であるか，また他の種類

の社会関係資本や文化資本，経済資本と比較し，どれほど効果があるのかを検証する．予

想する符号は正である． 

 

 

・親の文化資本 

 前節において行った「親の文化資本」に関する主成分分析によって得られた合成変数を

用いる．それぞれの社会関係資本と比較し，有効性がどの程度であるか検証する．親の教

育年数などの負荷量が高い主成分であるため，予想する符号は正である． 

 

・親の経済資本 

世帯の等価可処分所得を用いる．志水 (2008) では年収が用いられているが，世帯人数

の影響を考慮するため，本稿では等価可処分所得を用いる．それぞれの社会関係資本と比

較し，有効度合いを検証する．予想する符号は正である． 

 

 

【その他の要因をコントロール変数】 

「学力を大きく規定している要因である」 志水 (2008) ため，以下の変数を投入する． 

・男子ダミー 

子どもの性別として，女子を０，男子を１とするダミー変数である． 

 

・家での学習時間7 

 塾や家庭教師などは含まない，放課後に行う家での学習時間である．この時間が多いほ

ど，平均正答率は高まると予想される． よって予想する符号は正である． 

 

・学校外教育支出 

 塾と家庭教師と学習系の習い事に対する 1 か月あたりの支出金額である．この支出が多

いほど，学習に対する理解度は高まり，平均正答率は高まると予想される． よって予想す

る符号は正である． 

  

 
7 「家での学習時間」の質問は，「１．ほとんどしない」「２．30分ぐらい」「３．１時間ぐらい」「４．２時間ぐら

い」「５．３時間ぐらい」「６．４時間ぐらい」「７．５時間以上」の７段階で回答するものである．本分析ではその

尺度のまま採用した． 
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表 8：記述統計 

（筆者作成） 

 

第５項 重回帰分析の結果と考察 

 分析結果は以下にまとめている（表９参照）．なお，統計ソフトは SPSS Statistics 26

を用いた． 

F 値を見ると，重回帰分析１と３に関しては有意な結果であったが，重回帰分析２にお

いては有意な結果とはならなかった．つまり，重回帰分析２では「母重相関係数は 0 であ

る」という帰無仮説は棄却されなかった．それを踏まえ，第２節で立てた仮説に対して，

分析の結果を以下のように考察する． 

 

変数名 平均 標準誤差 最小 最大 標本数

平均正答率 0.798 0.009 0.286 1 295

家族との社会関係資本 0 0.058 -2.596 1.381 295

友だちとの社会関係資本 0 0.058 -3.025 1.697 295

学校での社会関係資本 0 0.058 -2.886 1.758 295

学校外での社会関係資本 0 0.058 -3.053 3.170 295

親の文化資本 0 0.058 -1.738 4.080 295

親の経済資本 2609013.653 70379.875 498062.914 12000000 295

家での学習時間 3.320 0.081 1 7 295

学校外教育支出 9671.818 870.638 0 150000 295

男子ダミー 0.519 0.029 0 1 295
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表 9：重回帰分析結果表 

 
（筆者作成） 
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・仮説１：細分化した「家族」「学校」「学校外」「友だち」の社会関係資本は，文化資

本や経済資本と同程度もしくはそれ以上に学力向上に効果がある． 

「学校外での社会関係資本」に関しては，「文化資本」や「経済資本」よりも学力に与

える効果が大きいことから仮説が支持された．一方で，「家族との社会関係資本」は負に

有意，「学校での社会関係資本」と「友達との社会関係資本」は有意な結果を得られなか

ったことから，この３つに関しては，仮説は支持されなかった． 

「家族の社会関係資本」が負に有意な結果となったことに関しては，この変数が「家

族：うまくやっていた」「家族：気持ちよく過ごした」「家族：やりたいことをさせても

らえなかった（反転）」から主に構成されていることを前提に考察する．家族から勉強す

ることを強要され，勉強している子どもは，学力は上がる一方で，家族への信頼や関係が

良くない可能性がある．特に，やりたいことの中に勉強が含まれていない子どもについて

は，この傾向が当てはまる可能性がある． 

 「友だちとの社会関係資本」と「学校での社会関係資本」に関しては，有意な結果は得

られなかった．この結果は我々が予想していた結果と異なり解釈に苦しむが，「学校外で

の社会関係資本」が正に有意な結果であることを踏まえると，既存のコミュニティでの関

係を深めることよりも，新たなつながりを増やすことの方が学力向上には効果的である可

能性が示唆される． 

「経済資本」は有意な結果は得られなかった．この結果は，志水 (2008) が示している

結果と異なることに加え，我々が予想していた結果と異なり解釈に苦しむが，データの制

約上，サンプル数が先行研究と比較すると少ないことが原因として考えられる． 

 

・仮説２：小学生と中学生では細分化した社会関係資本の有効度合いに差がある． 

小学生に対する検証である重回帰分析２は，上記で述べた通り，F 検定が有意な結果と

ならなかったため，仮説は検証できなかった．8 

中学生に対する検証である重回帰分析３は，F 検定が有意な結果となった．中学生にお

いては，学力に対して社会関係資本の水準の影響が存在し，「学校外での社会関係資本」

が大きな効果を及ぼすと示された． 

この結果を踏まえると，本稿のモデル式は中学生の学力を説明できるが，小学生の学力

を統計的に説明できるとは言えない．したがって，小学生と中学生の学力に影響を与える

要素の組み合わせが異なる可能性があるという知見を得た． 

 

・コントロール変数 

 「家での学習時間」に関しては，予想通り正に有意な結果となった．その他のコントロ

ール変数に関しては，有意な結果とならなかったため，今後の研究課題としたい． 

 

 

 
8 小学４年生から６年生において，学力を被説明変数，経済資本を説明変数とした回帰分析を行った結果，正に有意な

結果となった．なお，本稿の研究目的にそぐわないため，詳細な結果に関しては割愛する． 
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第３節 定性分析 

第１項 東京都武蔵野市へのヒアリング調査とその分析 

 本項では，2019 年 10 月 16 日に実施した東京都武蔵野市へのヒアリング調査について述

べる．武蔵野市は全国的に見て，学力の高い自治体である．文部科学省 (2018) 「全国学

力・学習状況調査」によると，武蔵野市は全ての科目において，全国及び東京都の平均正

答率を上回っている．ヒアリング調査の結果は，以下にまとめている（表 10 参照）． 

武蔵野市は，市民が自主的に運営を行い，子どもが地域の様々な人々とつながりを持て

るコミュニティセンターがあることの存在などにより，社会関係資本の水準は高いと認識

している．このように，地域全体として社会関係資本の水準が高い武蔵野市において学力

は高くなっている． 

実証分析において重要性が示された学校外での社会関係資本に関して，武蔵野市には，

子ども・コミュニティ食堂など，子どもだけではなく地域コミュニティの活性化を目的と

した食堂が存在する．地域の様々な人々が集い，学校外での社会関係資本の水準の向上に

資する支援が行われている．社会関係資本の水準の向上に資する支援が行われている点で，

分析との関係性が示唆されているものの，学力との直接的な関係性は確認されていない．

また，学習支援施設では参加する子どもは固定化されており，施設により子どもが触れら

れるコミュニティに偏りがある． 

実証分析だけでは判明しなかった点を以下に述べる．冒頭で挙げたコミュニティセンタ

ーでは，育児支援や市民の交流の場など，様々な取り組みが行われている．子ども・コミ

ュニティ食堂，学習支援施設，コミュニティセンターの相互の連携については今後の課題

として認識されている．また，子育て支援施設に関しては，地域による施設数・施設の充

実度に差があり，地域差を埋めていくことも課題である． 

ボランティアについては，参加人数を増加させることで，コミュニティ作りにつながる

という実感が持たれている．一般に，ボランティアの構成員は高齢化・固定化が進んでい

ることが課題として認識されている．若者のボランティアについては，近隣大学などの学

生が学生ボランティアとして活動しているが，まだまだ少ない状況である．本業の事情で

ボランティアを比較的短期間で辞める人も存在し，担い手の循環が課題として認識されて

いる． 

民間団体との連携に関しては，学習支援施設で NPO 法人に事業委託を行っている．未就

学児に関する子育て支援に関しては，市が中心となり，各団体との連携が適切に取れてい

る．一方で，小中高生への支援に関する民間団体との連携の強化は，今後の課題として認

識されている． 
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表 10：東京都武蔵野市へのヒアリング調査のまとめ 

 
（筆者作成） 

 

第２項 鳥取県へのヒアリング調査とその分析 

 本項では，2019 年 10 月下旬にかけて実施した鳥取県へのヒアリング調査について述べ

る．本調査の目的は，全国的な政策策定にあたり，都市部と地方部との地域特性の差を考

慮することで，より適切な政策策定につなげることである． 

鳥取県は，人口が 47 都道府県中最下位で，人口密度が 37 位である自治体であり，地方

部特有の地域特性を持つ．また，子どもの貧困対策を単独計画として策定済みであり，地

方部の自治体の中でも，子どもの貧困対策に積極的に取り組んでいる．ヒアリング調査の

ネットワーク施設について

コミュニティセンターについて

市民が中心となって運営されており，市民が自主的に活動を行っている．

その他の施設について

学習支援施設では，参加する子どもは固定化されている．

子ども・コミュニティ食堂は，運営団体により食堂を開く目的は異なり，子どもに焦点を当ててい

るものや地域コミュニティ活性化を目的としているもの等，様々である．

子ども・コミュニティ食堂，学習支援施設，コミュニティセンター同士の適切な連携が今後の課題

である．

子ども支援施設に関しては地域により，施設数・充実度等に偏りがある．

地域差を埋めていくことが今後の課題である．

ボランティアについて

ボランティアへの認識について

ボランティアを増やすことはコミュニティ作りにつながる．

ボランティア構成員について

ボランティアの年齢層は，高齢層が多く，またメンバーは固定化している．

近隣大学等からの学生ボランティアがいるが，学生ボランティアはまだまだ少ない状況である．

ボランティアは，本業の事情で辞める人も多く，担い手の循環が課題である．

ボランティアを増やすため，ボランティア養成講座を行っている．

民間団体との連携について

学習支援事業では，NPO法人への委託を行っている．

特に支援が必要な子どもについては市の委託事業で対応しているが，その他，民間団体が実施主体

となっているものもあり，一定のすみわけがなされている．

親と未就学児への支援では，市がまとめ役として子育て支援アドバイザーを設置し，民間団体の

ネットワークを包括的にまとめている．

小中高生の子どもへの支援では，民間団体との連携は今後より強化が必要である．
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結果は，以下にまとめている (表 11 参照) ． 

実証分析において重要性が示された学校外での社会関係資本に関して，大学や地域との

連携による企画を行っている施設がある．様々なコミュニティの人とより関わる機会があ

り，社会関係資本の水準の向上に資する支援が行われている点で，分析との関係性が示唆

されているが，学力との直接的な関係性は確認されていない． 

実証分析だけでは判明しなかった点を以下に述べる．ネットワーク支援については，地

域特性として，顔の見える関係性や住民の支え合いの気風が残っており，住民による積極

的なネットワーク支援への参画が行われている．また，民間団体が行政の保有する多様な

既存の場を活用して施設を運営している例がある．施設を提供することで事業を開始しや

すくし，施設数の増加を目指している．参加者については，参加する子どもに偏りがある

ことを課題として挙げる施設もある． 

ボランティアについては，構成員の高齢化・固定化が進んでいることを課題として認識

している．人数に関しても，人口が少ないため都市部と比較すると担い手が少なく，ボラ

ンティア確保に課題を感じている．また，学生ボランティアの重要性について認識してお

り，学生をより巻き込んでいきたいという思いがある． 

民間団体との連携については，都市部と比較すると民間団体数についても少なく，担い

手確保に課題を感じている．また，連携は行われているものの，支援の必要な家庭への橋

渡しなどで連携が遅れている部分もある． 

 

表 11：鳥取県へのヒアリング調査のまとめ 

 

ネットワーク支援について

地域特性について

都市部と比較して顔の見える関係性，住民の支え合いの気風が残っており，子ども食堂等の住民による活動の

場づくりが進められている．

施設について

児童館や隣保館、公民館や福祉事業所といったさまざまな既存施設を活用して取り組まれている例がある．こ

のような既存の場の活用により，取り組みが行いやすくなっている．

支援内容について

大学や地域の博物館との連携による企画も行っている施設がある．

1つの機能だけでなく，複数の機能を備えた施設にしていくことを今後目指している．

参加者について

参加者の偏りを課題として挙げる施設もある．

運営資金について

運営資金の安定した確保を課題として挙げる施設もある．

ボランティアについて

都市部と比較すると担い手が少なく，担い手の確保の点で課題を感じている．

ボランティアの年齢層は，高齢層が多く，またメンバーは固定化している．

学生ボランティアをより巻き込んでいきたいという思いがある．

民間団体との連携について

都市部と比較すると民間の専門機関や団体数についても少なく，担い手確保の点で課題を感じている．

民間団体との連携については行われているものの，支援の必要な家庭への橋渡し等，連携が遅れている部分も

あり，今後の課題である．

（筆者作成） 
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第３項 東京都足立区へのヒアリング調査とその分析 

 本項では，2019 年 10月 25 日に実施した東京都足立区へのヒアリング調査について述べ

る．足立区は，他の自治体に先立ち，貧困の連鎖解消に取り組んでいる自治体である．そ

の先駆的な活動は他の自治体からも参考にされている．ヒアリング調査の結果は，以下に

まとめている（表 12 参照）． 

足立区は「治安・学力・健康・貧困の連鎖」を 4 つのボトルネック的課題と位置づけた

うえで，「貧困の連鎖」は自治体における問題の根底にある原因であると述べている．ま

た，志水 (2008) を資料に引用しており，社会関係資本の重要性について認識している．

貧困の連鎖の解消の目指す本稿は，子どもの貧困のみならず他の諸社会的課題の解決にも

つながる点において価値があるといえる．さらに，社会関係資本の水準の向上に注目して

おり，先駆的な自治体と方針が整合している． 

実証分析において学力への関連性が示された学校外での社会関係資本に関して，足立区

では，学習支援事業，居場所作りなどの取り組みに加え，大学連携による体験事業などの

取り組みを行っている．これは，子どもが触れられるコミュニティを広げており，子ども

の社会関係資本の向上に資する支援が行われているといえる．また，東京都教育委員会 

(2018) 「児童・生徒の学力向上を図るための調査」によると，足立区の小中学生の平均正

答率は東京都の平均よりも低いが，2016 年から両者の差は縮小傾向にある．足立区が子ど

もの貧困対策本部を設置し，対策に取り組み始めたのは 2014年であり，足立区による包括

的な支援の効果が現れた結果であると考えられる．学校外での社会関係資本の水準の向上

に資する支援が行われている点，包括的な支援が学力向上につながっている点において，

分析との関係性が示唆されている．しかし，特定の支援の効果を測ることはできていない

ため，直接的な関係は明らかではない． 

実証分析だけでは判明しなかった点を以下に述べる．自治体と NPO 法人の連携に関して，

足立区は NPO 法人をはじめとする民間団体との連携に“特に困難はなかった”と述べてい

る．事業委託を行う NPO 法人の選定に際しては，活動歴が長く信頼があることやノウハウ

を持っていることを意識して委託を行ったと述べている．また，NPO 法人への委託のメリ

ットとしては，スタッフが子どもに対して年齢が近く，子どもにとって接しやすいことを

挙げている． 

ボランティアについては，先駆的な自治体である足立区においても課題を感じている．

委託事業をはじめとする地域活動に必要なボランティアは高齢者が多く，年齢層の偏りが

あると述べている． 
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表 12：東京都足立区へのヒアリング調査のまとめ 

 
 （筆者作成）  

 

第４項 NPO 法人カタリバが運営する放課後施設での実地調査とそ

の分析 

 本項では，2019 年 10 月 23 日に実施した NPO 法人カタリバが運営する放課後支援施設

（以下，放課後支援施設)への実地調査について述べる．カタリバは 2016 年からある自治

体から事業を受託し，当事業を開始した．文化資本や社会関係資本を育み，貧困の連鎖を

断ち切ることを目指し，学習支援施設・子ども食堂・児童館の機能が一体となった複合施

設を提供している．ヒアリング調査の結果は，以下にまとめている（表 13 参照）． 

 実証分析において学力への関連性が示された学校外での社会関係資本に関して，当施設

では子どもの社会関係資本に着目し，居場所・学習・体験企画・食事を複合的に取り組ん

でいる．また，当施設を利用する子どもへの効果として，子どもたちの学習に対する意欲

や姿勢が向上したことが，アンケート調査から明らかになったと述べており，取り組みの

学力向上への関連性が示唆されている．つまり，当施設では，学校外での社会関係資本の

水準の向上に資する環境を提供することで，子どもの学力向上を実現しており，分析結果

に合ったアプローチが行われている． 

 実証分析において中学生から社会関係資本が学力向上に有効であることが明らかになっ

た．データの制約上，高校生に関しては分析を行えなかったもの，当施設では対象を中高

生としており，分析結果に整合した対象者の選定が行われている．なお，当施設の対象者

は，中高生のうち「生活保護・児童手当・就学支援のいずれかを受給している」対象基準

を満たす子どもである． 

貧困対策に取り組み始めた理由について

足立区が問題として掲げる治安・学力・健康・貧困の連鎖について，

その根本的な原因は貧困の連鎖だと考えたから．

ネットワーク支援について

支援への意識について

志水（2008）から社会関係資本の重要性について認識している．

取り組みの詳細に関して

学校をプラットフォームとして位置づけ，子どもの居場所づくりや学習支援を行っている．

大学連携による体験事業などの取り組みを行っている．

民間団体との連携について

連携全般に関して

民間と協議する中で、意見や方向性の衝突はなかった．

NPO法人への事業委託に関して

居場所や学習塾などの単体ではなく複合施設であるため通いやすく，子どもの居場所としての役割を担うことが

出来ているのではないか．

震災復興の際に活躍しており信頼があること，ノウハウを持っていることが委託理由である．

スタッフが子どもに対して年齢が近く，子どもにとって接しやすいことがメリットである．

ボランティアについて

ボランティアの年齢層は高齢者が多く，メンバーに偏りがある．
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 実証分析だけでは判明しなかった点を以下に述べる．学校外での社会関係資本の水準の

向上の取り組みについて，当施設では，特に体験企画と食事を直接的に効果がある取り組

みとして捉えている．体験企画に関しては，子どもの主体性や自立心を大切にし，子ども

自らが企画・運営の一部を担っている．主体性を持つことで，自ら人にアプローチしてい

くこと，すなわちつながりを作っていくことが可能になる．また，自立心の確立により当

施設を卒業した後も施設で得たことを継続できるようになる．食事に関しては，毎日夕食

を提供している点が当施設の大きな特徴の一つであり，食事に関する準備や片づけはもち

ろん，スタッフも子どもも含めた全員で食卓を囲んでいる．食事を通したコミュニケーシ

ョンでつながりが深まると同時に，食事に関するマナーや文化を学べる機会であると述べ

ている． 

当施設が複合施設となっていることの副次的な効果として，子どもにとって単体での活

動を行っている施設よりも訪れやすいのではないかと述べている．これにより，支援を必

要としている，より多くの子どもが適切な支援を包括的に受けられるようになっている．

武蔵野市へのヒアリング調査において，支援施設により参加する子どもの触れられるコミ

ュニティが異なり，一部の施設ではコミュニティの属性に偏りがあることが明らかになっ

たが，複合施設の形態をとることで問題は解消されると考えられる． 

自治体との連携について，委託元の自治体と“当初は方針の不一致があった”と述べて

いる．現在は，定期的な連絡や施設の効果に関するアンケート調査の結果の報告などを行

うことで，円滑な連携を行うために工夫を行っている． 

 施設運営に関して，ボランティアについては，構成員の属性の偏りや高齢化が課題とし

て挙げられている．資金調達については，莫大なコストがかかっていることが言及され，

自治体からの委託事業であり，自治体から資金がまかなわれているために実現している．

また，全国的に類似施設を普及させるためには，国や自治体からの十分な資金援助が必要

不可欠であると述べている． 
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表 13：NPO 法人カタリバへの実地調査のまとめ 

 

 
（筆者作成）  

  

放課後支援施設における取り組みについて

施設の特徴

居場所・学習・体験・食事を提供する複合施設であること．

居場所について

単一の活動施設よりも子どもたちが足を運びやすい．

学習について

心の自立を目指すため，認知カウンセリング法に基づいた自立学習支援を行っている．

学習時間の管理をSalesforceのシステムで行い，上位者を表彰している．

機能ごとに階を分け，学習に適した環境づくりに取り組んでいる．

学力を測りうる直接的な数値は得られないものの，アンケート調査から子どもたちの学習に対する意欲や姿勢が向上し

たことが明らかとなった．

体験企画について

一部の企画については子どもが主体的に企画している．

食事について

毎日夕食を提供している．準備や片付けを全員で行うことはもちろん，スタッフや子どもが共に食卓を囲む．

健康問題をはじめ，様々な問題の要因である孤食の解決も寄与する．

自治体との連携について

連携における問題点

自治体の職員は現場で活動は行っていないので，当初方針の不一致があった．

連携で工夫している点

日々の連絡や相談，アンケート調査による数値に基づいた結果報告を意識的に行っている．

施設を利用する子どもについて

施設利用の対象基準

生活保護・児童手当・就学支援のいずれかを受給している自治体内在住の中高生．

子どもの特徴

母子家庭の子どもが多い．１人で食事をしている子どもにとって複数人で囲む食卓は貴重な機会である．

施設運営について

ボランティアに関する課題について

ボランティア応募数は増加しているが，求める人材に出会えない．

学習支援ボランティアは学生が多いのに対し，地域ボランティアは高齢者が多い等，構成員に偏りがある．

資金調達について

莫大な資金が必要である．自治体からの委託事業であり，資金は自治体によりまかなわているため，実現している．

他団体との協力について

模擬試験の無料受験や本の提供，食料の提供等，他団体の協力によるサービスも行われている．



ISFJ2019 最終論文 
 

37 

 

 

第５項 イギリスの NPO 法人 Volunteer Now へのヒアリング調査と

その分析 

 前項までの定性分析において，学生ボランティアの重要性が確認された．学生ボランテ

ィアの増加のための取り組みについて理解を深めるため，学生ボランティア認定制度につ

いて制度設計を行っているイギリスの教育省と認定制度の実施主体である NPO 法人

Volunteer Now にメールにて質問票を送付した．Volunteer Now についてのみ回答が得られ

たため，以下にそのヒアリング調査について記述する． 

本項では，2019 年 10 月下旬にかけてヒアリング調査の一環としてイギリスの NPO 法人

Volunteer Now にメールによるヒアリングを行った．Volunteer Now は，ボランティア活動

が活発なイギリスにおいて，ボランティア支援を行っている NPO 法人である．政府と連携

した学生ボランティア獲得のための仕組みづくりを進めており，Millennium Volunteers

プログラム9（以下，MV）の運営を行っている．MVは，ボランティアを行った学生に対し，

複数設けてある活動の合計時間の水準を満たすことで，認定を行うプログラムである （表

14 参照）．教育省の地方当局である北アイルランド地方教育当局との連携により，この認

定は進学や就職の際に利用でき，有利に働く．また，学校との連携も進んでおり，学校向

けに MVのカリキュラムを導入する取り組みにより，多くの学生にボランティアをする機会

がある．ヒアリング調査の結果は，以下にまとめている（表 15 参照）． 

 実証分析において重要であると示された学校外での社会関係資本に関して，MV に参加し

た学生は多くの人々とのつながりを築くことができたと述べ，学校外でのつながりの増加

に資するプログラムとなっている．これは，分析結果から示唆された学校外での社会関係

資本にアプローチした取り組みといえる． 

 次に，実証分析だけでは判明しなかった点を以下に述べる．前項までの定性分析におい

て課題として挙げられていたボランティアの高齢化や学生ボランティアの不足や循環に関

して，MV では学生に対して進学・就職に有利に働く認定を行うことで学生のボランティア

参加へのインセンティブづけを行っており，課題を解消する取り組みであるといえる．ま

たこの認定制度は学生からの評価も高い． 

 政府機関との連携については，政府機関はボランティアの重要性について理解している

点，政策策定に責任がある点において重要であると述べており，政策策定主体と実施主体

が互いに存在意義を認識しており，両者の間で明確な役割分担が行われていることがうか

がえる．連携の密接度については，政府機関の会議や調査に関わる，主催イベントにも政

府を招待するなど，密接な連携が取られている． 

 

 
9 MVは，元々政府により行われていたプログラムで教育省の管轄で 20年前に開始した．その後，地域ごとに運営主体

が細分化され，北アイルランドでは元となったプログラムを比較的忠実に踏襲して MV を実施している． 
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表 14：プログラム MV の水準 

 
 （Volunteer Now「Programme Guide」より筆者作成）  

 

表 15：イギリス Volunteer Now へのヒアリング調査まとめ 

 
（筆者作成）  

  

認定名 説明

MV Pioneer 11-13歳の子どもがボランティアを行った場合に与えられる

MV Challenge 若者がボランティアを行った場合に与えられ，さらなる活動への参加を奨励する

MV 10 14-25歳の若者が定期的には活動できなかったもののボランティアを行った場合に与えられる

MV Schools 学校がMVをカリキュラムに組み込む等、ボランティアの機会を提供している場合に与えられる

MV 50 14-25歳の若者が合計50時間以上ボランティアを行った場合に与えられる

MV 100 14-25歳の若者が合計100時間以上ボランティアを行った場合に与えられる

MV 200 14-25歳の若者が合計200時間以上ボランティアを行った場合に与えられる

MV Ultimate
機関がMV 200を獲得している若者のうち，特に目立った功績を残していると認めた者について

表彰する

Millennium Volunteersプログラムについて

プログラムの概要について

元々は教育省が20年前に開始したプログラム．

進学・就職の際にも利用できる形で，若者がボランティアをしたことの証明を行う．

認定の仕組みについて

提携している機関・団体でボランティアを行い，ボランティアの進捗状況について記録する．

ボランティア活動時間が規定の水準を超えたことを確認できれば，認定証明書を発行する．

プログラムの効果について

認定制度を利用した学生からのプログラムへの評価は高い．

学生はプログラムを利用したことで，多くの人々とのつながりを築くことができ，コミュニケーションスキルが

向上し，またリーダーシップが身についたと述べている．

政府機関との連携について

連携体制について

以前までは教育省から直接支援を受けていたが，現在は北アイルランド地方教育当局から支援を受けている．

教育省は若者の社会教育としてボランティア政策を推進している．

連携の重要性について

政府機関はボランティアの重要性について理解しており，政策策定に責任がある点で連携は重要である．

連携の密接度について

教育省や地方教育当局の開催する政策会議への出席や政策に資する調査への協力を行っている．

Volunteer Nowが主催するイベントにも招待している．
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第６項 定性分析の結果と考察 

 本項では，我々が行った定性分析の結果を以下にまとめ，考察を行う． 

 

・実証分析の結果に整合するネットワーク支援のかたちについて 

 カタリバが運営する放課後施設は，社会関係資本の水準の向上を目指し，学習支援施

設・子ども食堂・児童館の複合的な機能を提供する．その効果は，利用する子どもの学習

に対する意欲や姿勢の向上に現れている．つまり，この施設は，学力向上に有効な社会関

係資本の水準の向上に資するネットワーク支援が効果的に行われているといえる． 

 

・民間団体と自治体について 

民間団体と自治体との連携について，“自治体との方針の不一致がある”と認識してい

る NPO 法人も存在する一方で，“NPO 法人との連携に関して特に問題ない”と認識してい

る自治体の存在が確認された．そのため，両者の認識に齟齬が生じている可能性は否定で

きない．この背景には，現状分析で述べた民間団体と自治体との役割の境界の不明瞭さが

あると考察できる． 

自治体がネットワーク支援を行う際に，地方部では担い手となる民間団体の確保に課題

を感じていることが確認された．そのため，ネットワーク支援の在り方に地域差が生まれ

ていることが考察できる． 

自治体による NPO 法人への委託事業にかかる運営資金は，自治体により負担されている．

莫大な資金が必要な事業については，自治体がこの資金を負担しているために実現してい

る． 

 

・ボランティアについて 

 ヒアリング調査を行った自治体及び団体は，ボランティアの重要性を感じていることが

明らかとなった．その重要性を認識している一方で，構成員の固定化や担い手不足を挙げ

る自治体も存在している．このことから，ネットワーク支援の実施には，十分なボランテ

ィア数，ボランティア構成員の多様性は重要であり，政策提言にあたり，その課題を解消

することの重要性が示唆されている． 

 ボランティア活動を行うことは，学校外でのつながりの増加につながり，ボランティア

活動自体には，社会関係資本の水準を向上させる働きがあることが明らかとなった．この

ように，ボランティア制度は，ボランティア活動先の子ども・構成員の両方に対し，社会

関係資本の水準を向上させる役割を果たす． 
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第４章 政策提言 

第１節 政策提言の方向性 
本稿では，子どもの貧困の根本的要因である貧困の連鎖を解消するためには，子どもの

学力を向上させることが必要であると結論付けた．なぜなら，学力は子どもの将来を規定

する要因であり，貧困の連鎖から脱却するために学力の向上は必要不可欠だからである． 

実証分析により，中学生において“学校外での社会関係資本の水準が向上するほど学力

が向上する”ことが示された．それにもかかわらず，現状分析，ヒアリング調査及び実地

調査を通して，学校外での社会関係資本に資するネットワーク支援は十分ではないことが

明らかになった．現行のネットワーク支援の課題として，自治体と民間団体の連携が十分

にとれていないことや支援活動を担うボランティアの高齢化・固定化していることなどが

挙げられる．これらの結果を踏まえて，貧困の連鎖を解消すべく，我々が提言する政策を

以下にまとめている（図 10参照）である．我々の政策提言の目的は，家庭環境によらず，

全ての子どもたちが自身の社会関係資本の水準を向上させ，学力を向上させる体制を整え

ることである． 

本稿では，学力向上に資する社会関係資本の水準を向上させるための政策を提言する．

具体的な政策は以下に述べる．まず，子どもたちが学校外での社会関係資本の水準を包括

的に高めるコミュニケーションの場の提供を目指して，政策提言 1：つながりひろばの設

立について言及する．政策提言１を踏まえ，つながりひろばの設立には人，連携，資金が

必要であることがヒアリング調査から明らかになった．そのため，人材確保，自治体と民

間団体の連携体制及び資金調達に関する政策提言を行う．具体的には，つながりひろばの

設立と運営を円滑進めるための政策提言 2：第三者機関の設立を行う．第三者機関は，政

策提言２－１：自治体と NPO 法人の連携体制の構築と，政策提言２－２：学生ボランティ

ア認定制度の提言を行う．また，つながりひろばの設立と運営に必要な資金調達を行うた

めに政策提言３：基金制度の構築を行う．各政策の根拠となる分析結果を以下にまとめて

いる（表 16 参照）． 

これらの政策提言を実施することで期待される効果を以下にまとめている（図 11参照）．

子どもの社会関係資本の水準の向上を目指した政策だけでなく，それを下支えする政策を

提言することで，つながりひろばの設立をより実現可能なものにしていく． 



ISFJ2019 最終論文 
 

41 

 

図 10：政策提言概要 

 
 （筆者作成）  

表 16：政策提言と分析結果のつながり 

 
 （筆者作成） 

国

資金

つながりひろば

NPO法人

情報提供

第三者機関

自治体

事業委託

学生

NPO情報

認
定

派
遣

・政策提言３：
基金制度の構築

・政策提言２－１：
自治体とNPO法人の連携体制の構築

・政策提言２－２：
学生ボランティア認定制度

・政策提言１：
つながりひろばの設立

政策提言

先行研究（志水（2008）

ヒアリング（鳥取県）

ヒアリング（NPO法人カタリバ）

ヒアリング（足立区）

現状分析

ヒアリング（武蔵野市）

ヒアリング（NPO法人カタリバ）

実証分析

ヒアリング（武蔵野市）

ヒアリング（鳥取県）

ヒアリング（NPO法人カタリバ）

ヒアリング（イギリスVolunteerNow）

政策提言3 ヒアリング（NPO法人カタリバ） 施設設立・運営の資金は莫大であり、自治体が負担している

政策提言2-2

様々な人とのつながりが生まれ、学校外での社会関係資本向上につながる

ボランティアの構成員の固定化・高齢化が起きている

支援実施の担い手が不足している

施設運営メンバーに偏りがある

ボランティア参加へのインセンティブを持たせることで人材確保に成功した

既存のコミュニティ以外とのつながりを強める支援に注力している

政策提言2-1

自治体と民間活動の役割の境界が不明瞭である

自治体と民間団体の連携が不十分である

ヒアリング（鳥取県）
小規模な自治体において、支援を行うための民間団体が不足している

一部の支援において自治体と民間団体の連携が遅れている

民間団体と支援の方針に関して不一致が生じていた

学力に対する社会関係資本の影響は中学生から生じている

ヒアリング（武蔵野市）
支援内容・施設数に地域差が生じている

支援を受ける子どもに偏りが生じている

政府による既存の施設の提供により、民間団体が事業を開始しやすくなっている

包括的な支援を行う複合施設は学校外での社会関係資本水準向上に効果的である

政策提言と分析結果のつながり

根拠となる分析結果

政策提言1

現状分析

学力向上は貧困の連鎖脱却に向けて重要である

社会関係資本は学力向上に有効である

ネットワーク支援の政策策定・実施は遅れている

学力に対し，子どもの社会関係資本は正に有意な結果となった

実証分析
学力に対し，学校外での社会関係資本は正に有意な結果となった
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図 11：政策提言によって期待される効果 

 
 （筆者作成）  
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第２節 政策提言１：つながりひろばの設立 

第１項 政策提言１の概要 

現状分析より，貧困の連鎖の解消には学力向上が重要であることが明らかにされた．ま

た，実証分析より“中学生において学校外での社会関係資本の水準が高まるほど学力が向

上する”ことが明らかとなった．しかし，現状分析及びヒアリング調査の結果からも明ら

かであるように，日本においてネットワーク支援は十分に行われておらず，また支援を行

っている自治体や民間団体は課題を抱えている． 

 本稿では，家庭環境によらず，子どもが社会関係資本の水準を向上できるような施設

“つながりひろば”の設立を提言する．次項では，具体的な政策内容について説明する． 

 

第２項 政策提言１：つながりひろばの設立 

 実証分析より，“中学生において学校外での社会関係資本の水準を向上させることが学

力向上につながる”と明らかになった．さらにヒアリング調査及び実地調査で訪れた複合

施設は，“学習支援施設・子ども食堂・児童館を複合した施設”であり，学力向上に有効

な施設である．また，複合施設である副次的な効果として，“子どもたちが訪れやすい居

場所”となっていることが明らかにされた．これらの結果を踏まえて，中学生が学校外で

の社会関係資本の水準を向上できる複合施設が重要であると考えた．よって本稿では，

NPO 法人カタリバの提供する複合施設をモデルケースとした“つながりひろばの設立”を

提言する（図 12 参照）．提言対象は，厚生労働省とする． 

 

図 12：つながりひろば概要 

 
（筆者作成）        

                       

  

つながりひろば

NPO法人

情報提供

自治体

事業委託

基準を満たした中学生

子どもの状況把握
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 つながりひろばは学校外での社会関係資本の水準を包括的に高めるコミュニケーション

の場であり，学習支援・食事・居場所の全てを提供する複合施設であることが基準である．

施設利用の対象者は，「生活保護，児童手当，就学支援のいずれかを受給している世帯に

属する中学生」とする．これは，現在貧困世帯に属する子どもだけでなく，その予備軍の

子どもについても対象に含めることで，貧困の連鎖の解消により効果的な政策とするため

である． 

 つながりひろばは自治体と基準を満たした子どもの間に存在する．現状分析及びヒアリ

ング調査で挙げられた問題点を解消するため，自治体と NPO 法人の支援活動の線引きを明

確化する．自治体は，基準を満たしている NPO 法人をつながりひろばとして認定し，施設

運営の拠点となる場所を提供する．それに対し，NPO 法人はつながりひろばの実施主体と

なり，対象の中学生に向けて学校外での社会関係資本の水準を高めるコミュニケーション

の場を提供する．さらにつながりひろばは活動を通して貧困世帯の中学生の状況を把握す

ることができ，NPO 法人だけでは対応しきれない貧困問題に関して自治体に情報提供をし，

協力を求めることができる． 

 実現可能性としては，足立区では NPO 法人に事業委託をし，貧困世帯の中高生に対して

複合施設の提供をしていることから高いといえる． 
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第３節 政策提言２：第三者機関の設立 

第１項 政策提言２の概要 

ヒアリング調査より，“民間団体との連携がとれていない”と認識している自治体の存

在が明らかとなった．これは現状分析で述べた自治体と民間団体の役割の境界が明確に定

められていないことが原因であると考えられる．ボランティアについては，“構成員の高

齢化・固定化が進んでいる”という課題と，“学生ボランティアをより巻き込んでいきた

い”という想いがあることが示された．また，地方では“ボランティア確保に課題を感じ

ている”ことが明らかとなった．これらのことから，つながりひろばの設立するにあたっ

て数多くの障壁が存在していることがわかる．その原因として，現在の日本には自治体と

NPO 法人の連携体制の整備や，ボランティアの管理などに関して，日本全体を統括する機

関は存在していないことが挙げられる．よって，本稿ではつながりひろばを総合的に統括

する第三者機関の設立を提言する （図 13 参照）．提言対象は，厚生労働省とする． 

 次項以降では，この第三者機関が実施する予定の複合施設を総合的に統括するための政

策をより具体的に述べる．第２項では，自治体と NPO 法人の連携体制の構築，第３項では，

学生ボランティア認定制度について提言する．両制度は，前節で提言した複合施設の実現

可能性をより高める狙いがある． 

第２項 政策提言２-１：自治体と NPO 法人の連携体制の構築 

ヒアリング調査より，自治体と NPO 法人との連携の不十分からネットワーク支援の実施

が遅れていることが明らかとなった．複合施設を設立するにあたり，自治体と NPO 法人と

の関係づくりは今以上に重要となる．このような政策実施にあたる現状を踏まえ，“自治

体と NPO 法人の連携体制の構築”を提言する． 

 

図 13：第三者機関の設立の概要 

 
 （筆者作成）  
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自治体と NPO 法人の連携体制とは，第三者機関が自治体に対し，NPO 法人に関する総合

的な情報を提供することで，施設設立の際に円滑な事業委託先の選定を可能にする体制で

ある．この体制は第三者機関を中心としたものになっており，複合施設設立への NPO 法人

の参画意思を把握し，自治体へ参画意思のある NPO 法人に関する情報提供の役割を担う．

提供する情報の内容としては，各 NPO 法人の事業内容，規模，活動拠点などの情報を想定

している．そして，自治体は提供された情報をもとに事業委託を行う NPO 法人の選定を行

う．また，本連携体制は自治体内のみで活動する NPO 法人と自治体をつなげるだけでなく，

全国的に活動を行う NPO 法人と自治体をつなげる機能をもつ． 

この政策を実施する目的としては，複合施設の実施主体となる NPO 法人の確保と，自治

体と NPO 法人の役割を明確にすることを挙げる．そうすることによって，NPO 法人が少な

い小規模の自治体における実施主体不足の解消と NPO 法人が円滑に事業を行える環境づく

りに寄与すると考える． 

実現可能性としては，現在，内閣府が防災対策に関して自治体と NPO 法人を支える中間

支援組織が導入されており，本制度のモデルケースとなるシステムが存在していることか

ら高いといえる．また，NPO 法人の情報に関して，現時点で都道府県及び政令指定都市が

管理していることから，第三者機関を通じて，自治体に情報提供することは十分に可能で

あると考える． 

 

第３項 政策提言２-２：学生ボランティア認定制度 

 ヒアリング調査より，つながりひろばの運営に必要不可欠なボランティアに関して，

“人員不足や構成員の属性の偏り”などの課題があることが明らかになった．我々は上記

の課題を解決するためにボランティアの担い手として学生を活用し，認定制度による学生

へのインセンティブ付けを行う“学生ボランティア認定制度”を提言する．これにより，

子どもとの年齢が近く，子どもにとって接しやすいボランティア人材を増加させることに

もつながる． 

 学生ボランティア認定制度は，ヒアリング調査を行った Volunteer Nowの MV をモデルプ

ログラムとして採用する．認定制度では，NPO 法人とのパイプを持つ第三者機関が，ボラ

ンティアの意思がある学生と学生ボランティアを必要としている NPO 法人とをつなぐ役割

を果たす．マッチングが完了すると，第三者機関は学生を NPO 法人に派遣し，学生はボラ

ンティア活動に参加する．学生は NPO 法人の監督を受けながら活動時間を記録し，活動時

間が規定の水準に達すれば，第三者機関に報告する．報告を受けた第三者機関は，政府，

学校，及び企業との連携により，達成した水準に応じて，公的機関として進学や就職に有

利となる認定を行う．設ける水準の階級の想定については以下にまとめる（表 17 参照） ． 

 この政策を実施する目的としては，複合施設の実施にあたって必要となるボランティア

数の増加と，つながりひろばの子どもの社会関係資本の水準の向上に資する若者のボラン

ティアの増加を挙げる．また，学生ボランティア自身の学校外での社会関係資本の水準の

向上を副次的な目的として挙げる． 

 実現可能性としては，モデルプログラムとして採用した Volunteer Nowの MV が存在して

いることから，高いといえる．また，ボランティア活動の経験について把握するための質

問が大学入試の際に設けられている大学や，記入するための欄が設けられている履歴書等

がすでに存在しており，ボランティア活動を把握・評価する動きは着実に進んでいるとい 
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表 17：学生ボランティアの階級 

 
 （筆者作成）  

 

える．そのため，進学・就職に関連付けた認定制度を設計することの実現可能性について

も高いと考える． 

 

第４節 政策提言３：基金制度の構築 

第１項 政策提言３の概要 

 ヒアリング調査より，“事業委託自治体が複合施設運営資金の大部分を負担している”

ことが明らかになった．さらに，全国規模で進めるとなった場合の実現可能性に関して，

“国からの全面的な協力がないと難しい”と述べていた．これらのことから，つながりひ

ろばを実現させるためには国が主導する自治体・NPO 法人に対する全面的な資金支援が必

要である．よって，本稿では寄附を国が管理し，NPO 法人の活動資金として分配する“基

金制度の構築”を提言する（図 14参照）．提言対象は，内閣府とする．次項では，具体的

な制度内容について説明する． 

 

図 14：基金制度の構築の概要 

   
 (筆者作成)  
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シルバー 高校生以上の学生が合計50時間以上ボランティアを行った場合に与えられる

ゴールド 高校生以上の学生が合計100時間以上ボランティアを行った場合に与えられる

プラチナ 高校生以上の学生が合計200時間以上ボランティアを行った場合に与えられる
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第２項 政策提言３：基金制度の構築 

 基金制度は，つながりひろばを全国的に設立・運営するための資金を調達するシステム

である．この基金制度では，国が社員からの給与天引き寄附と企業からのマッチングギフ

トによる資金調達を行い，自治体を通してつながりひろば設立に取り組む NPO 法人に分配

する． (図 14 参照) ．基金制度は日本国内の企業に適用され，給与天引き寄附は全企業へ

の導入を義務化する．一方で，マッチングギフトに関しては各企業の財政状況を考慮し，

企業の任意とする． 

給与天引き寄附は社員が行う寄附であり，企業が個々の申請額に基づいた寄附金額を給

与から天引きする制度である．内閣府経済社会総合研究所 (2008) 「地域における上乗せ

寄附などの新しい寄附システムが寄附者行動に与える定量的な効果などに関する研究報告

書」によると，給与天引きをきっかけに初めて寄附を行った人の割合が 42.3％であること

が明らかになった．さらに，寄附を行う際に重視したことは，簡単に寄附できることや寄

附金の利用目的が明らかになっていることが挙げられている．以上のことより，基金制度

において給与天引き寄附を取り入れることは，寄附の経験有無に関わらず誰にとっても取

り組みやすいといえる． 

マッチングギフトとは社員が寄附した金額に応じて，社員の所属する企業が社員と同額

または決められた割合の寄附を行うことである．内閣府経済社会総合研究所（2008）によ

ると，マッチングギフトの導入前と導入後では，１人当たりの年間平均寄附額は約 16500

円から約 21400 円に増加した．マッチングギフトの導入を推進することは，社員の寄附額

を増加させることにつながる．また内閣府経済社会総合研究所（2008）は，導入前後を比

較すると，約７割の人の寄附総額が増加したことを明らかにしている．このことからマッ

チングギフト制度は，社員に広く寄附を浸透させるためにも有効である． 

企業に対し，マッチングギフト導入に対するインセンティブを与えるために，認定制度

を利用する．基金制度において，マッチングギフトを導入した企業に対して，国が「SDGs

協力企業」の認定を行う．つながりひろば設立に貢献することは SDGsの項目のうち「１．

貧困をなくそう，２．全ての人に健康と福祉を，３．質の高い教育をみんなに，４．人や

国の不平等をなくそう」に該当するため，SDGs 認定が適切であると考える．「SDGs」の認

定を得ることは企業イメージ向上につながり，マッチングギフト導入のインセンティブに

なると考える． 

実現可能性としては，内閣府経済社会総合研究所 (2008) より多数の企業でマッチング

ギフトを取り入れた寄附制度を行っていることから高いといえる． 
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おわりに 
 本稿では，実証分析とヒアリング調査及び実地調査による定性分析によって，子どもの

貧困問題を解決するには学校外での社会関係資本の水準を包括的に高める支援が必要であ

ることを明らかにした．これを踏まえ，政策提言 1 では学校外での社会関係資本の水準を

包括的に高めるコミュニケーション施設の設立を提言した．また，コミュニケーション施

設設立に資する形で政策提言２-１では施設運営を行う NPO法人と自治体の連携体制の確立

策を挙げ，政策提言２-２では支援実施に携わるボランティアの人材確保を行い，政策提

言 3 において施設設立に必要な資金の調達方法として未来寄付金を提唱した． 

 政策提言 1 に関して，制度の必要性と制度設計への言及でとどまっており，制度の効果

に対する分析を行うことができなかった．そのため，今後の研究を進める際に取り組んで

いきたい．政策提言２に関して，第三者機関の担い手を明確にする必要がある． 

以上のような課題は残ったものの，本稿の研究により，社会関係資本の水準を高めるに

は包括的な支援が重要であることが示された．将来，我々の子ども世代が貧困に苦しまな

い人生を送るためにも，本稿が子どもの貧困問題の解消につながることを切に願い，本稿

を締めくくる．なお，執筆にあたってご協力していただいた，東京都武蔵野市子ども政策

課の方，鳥取県福祉保健課の方，認定 NPO 法人カタリバの方，東京都足立区子どもの貧困

対策担当課の方，イギリス Volunteer Now の方，東京都大田区福祉管理課の方，松村智文

様，熱心なご指導を賜った釜賀浩平教授（上智大学），及び多くの方々に感謝の意を表し

たい．本稿にあり得る誤り，主張の一切の責任は言うまでもなく筆者たち個人に帰するも

のであり，上に挙げた方々の見解を表すものではない． 
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